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平成平成平成平成 22228888 年度末における年度末における年度末における年度末における太陽光発電設備（太陽光発電設備（太陽光発電設備（太陽光発電設備（低圧低圧低圧低圧 50kW50kW50kW50kW 未満未満未満未満））））のののの    

接続契約申込みに当たっての留意事項について接続契約申込みに当たっての留意事項について接続契約申込みに当たっての留意事項について接続契約申込みに当たっての留意事項について    

 

 

１．平成 28 年度調達価格適用に関する留意事項 

 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（ＦＩＴ法）に基

づく平成 28 年度の調達価格を適用するためには、平成 29年３月末までに国の設備認定を

取得のうえ、当社と接続契約を締結する必要があります。 

 低圧 50kW 未満の太陽光発電設備については、接続契約申込みから接続契約締結までの

標準処理期間として１ヶ月程度※を要するため、平成 28年度調達価格での契約を希望される

場合は、技術検討に必要となる書類を揃えて、遅くとも平成 29 年２月末までに申込みを

行っていただきますようお願いいたします。 

 ただし、年度末にかけて、平成 28年度調達価格の適用を希望するお申込みが集中すること

に加え、ＦＩＴ法の改正（認定制度の見直し）に伴う、これまで中断していた案件の検討

再開などにより、お申込みやお手続きに関して相当の混雑が予想されるため、平成 29 年

２月末までにお申込みいただいた場合でも、平成 29年３月末までに接続契約を締結できない

可能性がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、余裕を持ったお申込みを

お願いいたします。 

  ※ お申込みの機器がＪＥＴ認証品以外の場合は、接続検討に係る期間（1ヶ月程度）が別途必要となります。 

 

 

２．「設備認定通知書」の取扱いについて 

低圧 50kW 未満の太陽光発電設備については、平成 28 年度末に限った特例措置として、

お申込時に「設備認定通知書」（写）の提出がない場合でも、国への設備認定の申請手続きを

平成 29 年１月 20 日（金）までに行ったことが分かる書類（「申請情報参照画面」のコピー）

をご提出いただくことで、その他の申込み内容に不備がなければ、技術検討を進めさせて

いただきます。 

ただし、接続契約の締結は、当社が「設備認定通知書」（写）を受領した後となりますので、

平成 28年度の調達価格を適用するためには、上記「１．平成 28年度調達価格適用に関する

留意事項」をご了承のうえお申込みいただくとともに、遅くとも平成 29年３月 27日（月）

までに「設備認定通知書」（写）を当社までご提出いただく必要があります。 

なお、高圧・特別高圧の太陽光発電設備については、従来どおり、接続契約申込み時に

「設備認定通知書」（写）をご提出いただく必要がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

以  上 

【お問い合わせ先】 

徳 島 支 店  ０１２０－５６４－５５２   松 山 支 店  ０１２０－４１０－４５２ 

高 知 支 店  ０１２０－４１０－４３０   高 松 支 店  ０１２０－４１０－７６１ 

＊ 電話受付時間／月～金 ８:４０～１７:２０  ［祝日，年末年始（12/29～1/3）を除きます］ 


